
 

『所得税の基礎控除改正見直し 国税庁が詳細なサイト開設』 
 

 国税庁は、令和７年度税制改正に伴う所得税の基礎控除等の見直しについて、詳細を解説する特設

サイトを開設しました。本サイトでは、改正の概要や源泉徴収事務に関する情報が掲載されており、会員

の皆様の実務にお役立ていただけます。 

 【改正の概要】（１）基礎控除の見直し：合計所得金額に応じて基礎控除額が改正され、最大９５万円～

最小５８万円に（２）給与所得控除の見直し：給与所得控除の最低保障額が５５万円から６５万円に引き

上げ（３）特定親族特別控除の創設：特定の親族を有する場合、最大６３万円の控除が新設（４）扶養親

族等の所得要件の改正：扶養控除等の対象となる親族の所得要件が改正【年末調整における留意事

項】令和７年１２月に行う年末調整では、改正後の基礎控除額や給与所得控

除額等に基づいて計算を行う必要があります。また、特定親族特別控除を適

用する場合は、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提

出を受ける必要があります。【各種様式の変更】改正に伴い、年末調整関係書

類の様式が変更される予定です。新様式は令和７年６月末頃に発表予定で

す。【よくある質問（ＦＡＱ）】改正内容に関するＦＡＱが令和７年５月末頃に掲

載予定です。詳細は、国税庁特設サイトをご参照ください。 

 

『「経営力」に焦点当て分析 ２５年版中小企業白書ー政府』 
 

 政府は２０２５年版の中小企業白書と小規模企業白書を閣議決定した。両白書は、厳しい経営環境の

下、中小企業・小規模事業者が様々な課題を乗り越え、成長・持続的発展を遂げるに当たっては、経営

者が、自らが置かれている状況と方向性を把握し適切に対策を打つ力としての「経営力」に焦点を当て

て分析している。 

 白書によると、円安・物価高の継続や「金利のある世界」の到来による生産・投資コスト増、構造的な人

手不足など、中小企業・小規模事業者は厳しい経営環境に置かれている。そうした中で、経営力を個人

特性面、戦略策定面、組織人材面の３つの観点から分析した。個人特性面で

は、広域ネットワークで他の経営者と交流し、学び直しなどに取り組む。戦略

策定面では、経営計画策定・実行、差別化や市場環境を意識した価格設定

を行う。組織人材面では、経営理念、業績・経営情報の共有を重視するオー

プンな経営に加え、働き方・職場環境の改善などの従業員を大切にする人

材経営を行う。その上で、中小企業は売上高規模ごとに異なる「成長の壁」の

打破が必要であり、成長の加速段階では経営者にないスキルを持つ補完型

人材の確保や、経営者の職務権限分散による一人経営体制の克服が重要

などと指摘している。 

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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